
















新たな犠牲者の流入が跡絶え、黒手組の活動は大幅な後退を余儀なくきれる25)同時に他方で、

イタリア人犯罪者の内部でも変化が生じつつあった。それは、一言で表現するなら、イタリア

人の犯罪行為の近代化、あるいはより適切には「アメリカ化」とも呼ぶべき現象である。

禁酒時代に酒類の密造・密輸業に進出して行くギャングは、二重の意味で第二世代だった。

つまり彼らは、移民としても犯罪者としても第二世代に属していたと言える。彼らの親、移民

の第一世代は、機会を求めてアメリカに渡来しつつも、その多くは厳しい現実に直面して社会

の最下層に留まることを余儀なくきれる。たとえばアル．カポネの父親は貧しい床屋として生

涯を終えた。しかしアメリカに適応し－その最も明瞭な指標は英語の会話能力である＿、

「成功の夢」に与ろうとした第二世代の中には、手段を問わずその夢を追求する者も現われて

くる。言うまでもなく犯罪は、もっとも手っ取り早い富と権力とへの道だった。カポネ伝を箸
セルフ・メイド・マン

した同時代の新聞記者は、「独立独行の人」として暗黒街の顔役を描いている:6)社会学者ベル
クウイア・ラダー

の表現を借りれば、犯罪は、とりわけアメリカlこあっては、「社会的上昇の風変りな階梯｣47）

であった。

やがてアメリカのマフイオーゾとなる連中は、犯罪者としても第二世代だった。そのことは、

彼らの攻撃的で野心的・進取的な態度に明白である。活動を同国人のコロニイに限定した黒手

組と異なり、マフィアはアメリカ社会全体に活動を拡大し、桁違いの利益と権力とを獲得し、

合法的世界とのつながりを積極的に求めて行ったのである。この世代間の相違．対立に関して

は、禁酒法発効の年に決定的・象徴的な事件が起きている。コロシモの暗殺である。この種の

事件の通例として、結局犯人は検挙きれなかったが、当局は、黒幕がジョニー．トリオで、直

接手を下したのは彼に依頼きれたフランキー・イェールだと確信していた。コロシモの甥で腹

心と目されていたトリオが、なぜそのような行動に出たのか。売春．賭博業から安定した収入

を得ているコロシモがく禁酒法が提供する機会に関心を示さなかったことがその理由の－つだ

ったと考えられている88）

このように見てくると、禁酒法は、アメリカにおけるマフィアの興隆にとって絶妙のタイミ

ングで成立したことが判る。第一にそれは、収入源を付加しただけでなく、犯罪の活動領域そ

のものを拡大した。別の言い方をすれば、禁酒法は犯罪界にモビリティをもたらした。犯罪が

非合法的な「社会的上昇の階梯」だったとしても、そこにも、合法的な経済活動の領域におけ

ると同様の優先権原理が働いていたはずである。アメリカの暗黒街の歴史を通観すると、１８８０

年代頃まではアイルランド系が、1920年代頃まではユダヤ系が、それぞれ支配権を握っていた

とぎれる:9)禁酒法は、後発グループたるイタリア人が、スムーズに、先行グループとの間の摩

擦少なく業界に入ることを可能にしたのである。1931年当時、全国十大都市の密造酒ギャング

のボス58人中、３９人が30歳台だった（カポネも32歳）との調査結果50)は、禁酒法がもたらし

たモビリテイの効果を何より雄弁に物語っていよう。
リスペクタビリテイ

第二に禁酒法は、シンクレアの表現を借りれば、密造i酉ギャングに「品位」を与えた:]）今

や彼らは、消費者の要求に応える実業家であった。カポネは豪語する、「私は人々の要求を充

たして儲けている。私が法を犯しているのなら、私のおとくい－＿その中には、シカゴの
ベスト・ピープル

お歴歴が何百人といるんだが－－だって有罪だ。･･･…誰もが私を悪漢と誇る、私は自分のこ

とを実業家と呼ぶ｣22)さらに、合法的な、あるいは一見合法的な経済活動（代表的な例として
ラキテイアリング

|土、クリーニング屋・パン屋など自営業者からの保護料取立があげられる）への進出、政界や
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警察への影響力行使、平和的効率的「経営」のための領土分割など、正にビジネスとしての犯

罪は、1920年代末から1930年代にかけて－禁酒法廃止という外的刺戟もあって－形を整え

て行く。しかしそれらは、禁酒法の実効とは別の文脈で検討きれるべき事柄であるし、紙幅の

制限もあるので、他の機会に譲ることにする。

第三章飲酒と酒場

禁酒法の、社会とのかかわりや更には効果を知るには、それ以前の飲酒の実態、飲まれた酒

の種類、飲み方、飲酒のための施設等について検討を加えねばならない。従って本章では、

1920年代よりむしろ１９世紀後半から２０世紀初に重点を置く。ごく大雑把な捉え方をすれば、ア

メリカの国民的飲料は、植民地時代はラム、１８世紀末から1870年代まではウイスキー、それ以

後禁酒法成立まではビール（ラガー・ビール）だった。ここでは、ウィスキーから叙述を始め

ることにする。前掲の表１からも明らかなように、19世紀の大部分を通じて、アメリカ人は何

よりスピリッツ（主にウイスキー）を愛飲していた。理由はいくつか考えられる。まず、アメ

リカに限らずヨーロッパ全体に渡ってこの時代の人々を支配していたスピリッツ信仰とでも呼

ぶべき考え方が、あげられる。それは滋養豊かな食物であるのみか、風邪・熱病・凍傷・蛇の

咬傷・消化不良・骨折など種々の疾病に効果ある万能薬でもあった23）

経済的条件もウイスキーに味方した。１９世紀開幕早々、広大な中西部を獲得したアメリカで

は、穀物生産が急速に伸びる。しかし輸送網が未発達で市場はニューオリンズに限定されてい

た。当然、供給が需要を上回り穀

表21825年当時の日給（１ドル)※ａ)で購入できた
物価格が暴落する。そこで農民は、

商品の量
まず塩漬け豚肉という形で、次い

でウィスキーという形で、加工し

て出荷する道を選ぶが、ウィスキ

ーの有利さは圧倒的だった。第一

に収益率が高い-1,000ブッシ

ェル（約27.2ｔ）の小麦があっ

たとする。これをそのまま出荷す

ると輸送費が戻ってくれば幸運だ

った、塩漬け豚肉として出荷する

と120ドルの利益が見こめた、そ

してウイスキーだと470ドルの収

入が可能だった里Ｌ、第二に輸送

が容易で市場が限定きれない、第

三に腐敗の心配がない。こういう

事情で人々は競ってウィスキー製

造に励み、必然的に生産過剰・値

崩れが生じることになる（労働者

の日給で購入できる商品の量を一

覧にした表２参照)。

WJRorabaughpPcit.,ｐ８３より転載。
※ａ）］825年当時の１ドルは、1975年の２５ドルに相当。

ｂ）1825年当時が、1975年時より安かった商品（因に、1975年の

日給で購入できるのは、ウイスキーが１ガロン、牛肉が14ポ

ンド、家賃が６日分)。
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飲
み
物

ウィスキー
※})）

２ガロン（約７．５７（）

ワイン ％ガロン（約１．８９（）

マデイ う゛ ワインｘガロン（約０．９５Ｕ）

ﾐルク４ガロン（約15.14（）

コーヒー５ポンド（約2.27k9）

紅茶１％ポンド（約0.61k9）

そ
の
他

牛肉
※ｂ）

１６ポンド（約7.26k9）

豚肉１６ポンド（約7.26k9）

チーズ １１ポンド（約4.99k9）

卵 １１ダース

砂糖８ポンド（約3.63k9）

小麦粉２０ポンド（約9.08k9）

家賃
※ｂ）

１０日分



第三に、ウィスキー以外の飲料には固有の欠陥があった:5)まず水を例にとると、スピリッツ

信仰の裏返しで、栄養がなく体に有害でさえあるとの信念が存在していた。それは必ずしも謬

見ではなかった、清潔な水を安価に安定的に入手するのが困難だったからである。アメリカに

おける公有水道システムの先駆ときれるフィラデルフィアでさえ、水の安定供給が可能になる

のは1822年のことであり、ニューヨークの場合ざらに二十年も遅れる26)この事実は、禁酒運動に

も小さからぬ意味をもつ。というのは、完全禁酒主義（teetotalism)、酒の代りに水を飲料と

すべしとの主張が可能になるのは、それが飲料として信用できるものになってからだからであ

る。そ゛ういう意味で、アメリカ最初の完全禁酒組織、ワシントン禁酒協会の結成が1840年であ

るという事実は、示唆的であろう。逆に言えば、その頃までは、スピリッツの代りに弱い酒類

を推す節酒の立場が支配的だった。

水よりはるかに好ましい飲み物とされていたミルクは、まず子供のために確保されるべきも

のだったし、冷蔵施設の貧弱な当時としては腐敗の可能性も大きく、必然的に高価であった。

また頻度は小苔かつたかもしれないが、ミルク・シックネス（毒草を食べた牛の乳を飲んだこ

とによる疾患）の危険もあった。それ以外の飲み物はどうだったろうか。紅茶は高価で、植民

地時代の記憶、たとえばボストン茶会事件によって非愛国的飲料というイメージがつきまとって

きた。当初から紅茶より好まれていたコーヒーも相対的に高価だった（1830年代以降、値下り

と同時に輸入量消費量ともに急増する)。ワインもまた輸入に全面的に依存していたため高価

だったし、エリートが飲む酒と考えられていた。国内産ワイン醸造の試みもなされたが、結局、

西海岸が領土に組みこまれるまでは成功しなかった（なおミルク以下の飲料の価格については、

表２参照)。

１９世紀前半、ワインと共に節酒という観点から推賞きれていたビールについても、生産上の

難問がつきまとっていた。ビールは、スピリッツと比べると、巨大な製造施設（つまりは資

本）と熟練労働とを必要とした。製造過程や製品の保存に寒冷な気候条件が不可欠で、生産地

が限定きれていた。ざらに、イースト菌がモルトの上に浮ぶ（その結果、苦いビールができ

る）という技術上の問題点もあった。この難点は、1840年代、ドイツ人によって容器の底に沈

むイーストが導入されるまで、解決を見ない可)以上の記述からも判るように、アルコール性．

非アルコール性を問わず、ウィスキー以外の飲料が広く利用可能になるのは、１９世紀半ば以降

のことだった（但し、過度の一般化はできない。たとえばあるビール会社は、２０世紀になって

も、水やミルクより清潔で滋養ある飲料としてビールを宣伝していた。そしてそれは、スラム

街に関しては、決して誇大広告とは言えなかった)28）

上記理由に加え、塩漬け豚肉の塩辛さを和らげ消化を助けるものとして、当時の食生活に不

可欠だったこともあって、ウイスキー消費量は上昇の一途を辿る。1830年の時点で、飲酒年齢

（15歳以上）の全人口による平均消費量は、年間9.50ガロン（約３６《）に達していた。しかも

この飲酒量増加に飲み方の変化が伴っていた。社会の水平化、フロンティア開拓、産業革命に

由来する社会混乱への適応不順から、自己破壊的飲酒（ローラボウの表現を借りれば、
､ノロ。ピンジ

ー人切のi酉宴）にふける人々も出現する影)そういう状況への反応が、1830年代から本格化する

禁酒運動だった。十分な材料・証拠はないが、この禁酒運動と世紀半ば以降一般化するビール

に適合的なタイプの肉食とが、既述の品質改善と相まって、1870年代以降、スピリッツからビ

ールへの転換を促す60）（ビールが労働者のみの飲料なら、労働者の人口増がより決定的とも
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思えるが、1880年から1910年の間、ビール消費量が人口増の倍以上のペースで伸びているので、

全体として消費が増えたと考えていいであろう)。

このビールの消費量増加は、安定供給を可能にする一連の技術革新に支えられていた。１８６０

年代から利用され始めた動力源としての蒸気、市場を拡大した大陸横断鉄道の完成（1869年）

・冷凍貨車の発明（1875年）は言うまでもない。ビールの製造・保存に不可欠な低温を得るた

めの製氷機が1869年に発明され、７０年代になると氷を要しない冷却装置も開発される。低温殺

菌による品質の安定化が実現し、壜詰めのビールの量が飛躍的に増加したのもこの時期のこと

だった。それに伴って栓にも改良が加えられ、最終的に1892年、現行の王冠が発明されること

になる９１)このような技術改良によって生産は急増するが、他方で競争が激化し、企業統合も進

行する。売り上げを直接伸ばすため、直営酒場制（tied-housesystem）も採用された92)２０世

紀初めのオハイオ州のある郡では766軒の栖場中505軒が、禁酒法直前のシカゴでは7,000軒中

4,679軒が、それぞれビール会社に支配きれていた:3）

酒場の側でも、初めてビールへの課税を定めた1862年の歳入法や、酒場規制のため行なわれ

たライセンス料の値上げなどによって、経済的圧迫を受けつつあった。かくして、直営酒場制

は製造業・小売業双方の事情で進展して行くことになるが、それがもたらす結果を論ずろ前に

酒場の有様を一瞥しておくべきだろう。まず確認できるのは、酒場が、都市住民にとって不可

欠な多機能的施設だったという事実である。とりわけフロンティアの町では、最初に作られる

半公的性格の施設であったため、酒場には多様な役割が期待された。酒場は、まず第一に集会

場一一政治や労働組合の、時にはキリスト教会の－であり、労働者に給料として支払われた

小切手を現金化する機関という意１床で銀行であり、移民のためには一種の私書箱であり、新聞

や雑誌が備えられている読書室であり、職業紹介所であった84）

酒場は「貧民のクラブ」でもあった95)１９世紀にあっては、唯一利用可能な、狭く不潔で居心

地の悪い共同住宅（tenementhouse）なるわが家からの避難所、安く楽しめる社交場、それ

が酒場である。またそこは、性々にして同一の民族集団が集まり、言わばお国なまりで会話で

きる場所だった。フリー・ランチも魅力だった。もちろん酒を飲むことが条件であるが、客に

は、単なる摘物ではなく食事が供きれていたようである。シカゴのある酒場は、ベークト・ビ

ーンズ、焼きたてのロースト・ビーフ、白パンと黒パン、サラダ、クラッカー、チーズを出し

ていた96)それは、多くが労働を余儀なくきれ、支度に時間をかけられない労働者の妻たちが用

意できる食事より、はるかにましなものだった（セトゥルメント・ハウスで料理学校が開かれ

た目的の一つは、魅力的な食事によって、夫を酒場から家庭に呼び戻すことにあった)97）

つまり酒場は、労働者を家庭から引き離し、移民のアメリカ社会への順応を妨げるものとし

て厄介な存在だったが、他にも問題があった。酒場は政治腐敗の元凶でもあった。まず想起さ

れるのは、政治が酒場で運営きれたことである。ある年のニューヨーク州では、民主・共和両

党の１００２回の党大会・予備選挙中633回が酒場で開かれた。酒の饗広は必然的結果だった。あ

る禁酒主義者は、酒飲みほど買収きれ易い証拠として「慎重かつ控え目な調査」を引用する。

それによれば、1,000人の有権者が買収きれる割合は、酒を飲まない人間で１００人、適度に飲む

人間で400人、大酒飲みだと700人だった98)また移民にとっては、酒場の所有は「アメリカの夢

の一部、経済的保障と社会的地位とに至る道」であり、酒場所有者は、最も歴然たる成功者で

あった99)そのような実質的象徴的メリットがある以上、多くの政治家が、政界への足掛り．権
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力維持の手段として酒場を所有したのは、当然のことと言えようU)）

酒場を一層有害な存在にしたのが、先にあげた酒場直営制である。この制度の下では、iili場

経営者は、契約を結んだ会社の製品のみをできるだけ大重に売らねばならない、当然、売り上
フリー・ドリンクス

げ第一主義に走る。－日24Ⅱ手間週７日間営業、一見客や子供へのおごりが、売り上げをｲ'|］

すために採用された:')この点に関し、全国ビール醸造業者協会（UnitedStatesBrewers

Associatio､）のスポークスマンは、次のように語った、「子供に数セント分の酒をおごるのは

賢い投資である。その連中が常習的酒飲みになれば、何倍にもなって帰ってくるからだ｣写）さ

らに酒場は、一般に条令等で禁止きれている行為にも頼った、つまり売春婦に出入りを許し、

無許可の賭博場を設置したり、場合によっては麻薬を売ったりもした。以上略述した19世紀後

半の酒場の有様は、一見積極的機能と見える「貧民のクラブ」という側面をも含めて、禁酒運

動に攻撃の材料を提供することになる。

酒場への攻撃にはいくつかの方向があった。まず代粋機能の提供、あるいは酒場の機能の制

限とも言うべき試み。ＹＭＣＡとかセトゥルメント・ハウス、ある史家が「文化的慈善活動」

と表現した改革運動一図書館、美術館、博物館、公園等の施設の充実一は、都市住民の知

的精神的道徳的洗練を達成することで酒場を不要ならしめんとする73)が、少なくとも当初は、

ほとんど効果をあげ得なかった。第二に酒場のライセンス料の値上げ。これは結果として経営

者の独立を失わせ、ビール醸造会社や政治家への依存を強めざせ、事態を一層悪化させること
モラル・ジオゲラフイー

になる。第三に、『i酉場」をものしたデュースの表現を借りれば、「道徳的隔離策｣、つまり酒

場や売春宿を街の－か所に集中させ、監視するという方策も取られた。これは、都市計画とか

都市再開発に発展する可能性を持ってはいたが、基本的には、上品な住宅地からの「悪所」の

排除を目論むもので、道徳的悪の公認という矛盾をはらむ戦略だった:4）
ローカル・オプション

結局、ある程度の成功を収めたのは第四の方法、ＡＳＬが中,し､となって推進した自治体選択

による酒場閉鎖のやり方である:5)この積み重ねが州禁椚法や憲法修正第１８条に結実するのだが、

そういう展開の背景には、酒場がもつ負のイメージに加えて、あるいはそれ以上に重要な要|利

として、伝統的酒場の衰退ないし変貌一そのこと自体、禁酒運動の結果でもあるのだカー

という事実があった。まず、酒場を上品な施設にしようとする動きが、業界の側からなきれて

行く。たとえば1909年、業界誌において、酒場の浄化運動が提唱きれているし、これと前後し

て、名称がサルーンからキャバレー、キャフェ、ダンスホール等に変っているZ｡これは単に、

サルーンという名称が連想きせる邪悪なイメージを拭い去る手段に留まらない。女`性連れの客

が入れる、言い換えれば売春婦を締め出す施設になったことをも意味していた。
ネイバーフツド・カスタマーズ

第二に、都市住民の郊外脱出によってi酉場が隣近所の顧客を失い始めた。これは、ｉ門が壜

詰めで売られるケースが多くなったということ、人々が酒場でではなく家庭で酒を飲むように

なったことを意味する。デュースの表現を借りれば、飲酒の個人化（privatization）が生じた

のである:7)19世紀末から２０世紀初にかけての禁酒運動が、「反酒場連盟」の名称に示される如

く、個人の私的飲酒ではなく、何より公的不法妨害としての酒場の規制を目的にしていたこと

を考えれば、この事態は、正に歓迎すべきものであった。禁酒運動は、移民の「アメリカ化」

を阻止し、政治腐敗の元凶であり、他の種々の悪徳と結びつく酒場を攻撃した。逆の観点から

極論すれば、飲酒の個人化は、移民の間にも生じたとすれば、「アメリカ化」の結果であり、

むしろ望ましいものだったと言える。このことと関連して重要なのは、それまでは酒場にしか

ゾ
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見出せなかった余暇のすごし方の多様化である。

自動車やラジオが大衆のものになるのは1920年代のことであるが、禁椚法以前の時代で注目

に値するのは映両である。デュースによれば、1910年代、映両は酒場と勵客の争奪戦を展開し

たし、また映画館に転業した酒場の例もかなり確認できるというび)これが意味するのは、単に

大衆の娯楽の内容が変化したというだけではない。というのは、１９１５年頃まで、
ニツケルオデオン

「５セント映画館」という名称が示す如く、映両はｲ可より下層労働者のものだった（15年頃を
パレス

境Iこ、映画は中産階級の娯楽となり、映画館は「宮殿」と呼ばれ、入場料も1ドル50セントに

はね上る):9)そして言うまでもなく、初期の映UIiiはサイレントだった。これらのことは、映両

を大衆の娯楽とする上で決定的な意味をもっていた。移民達、英語を理解できず、芝居やヴォ

ードヴィルには料金の面からも行けない人々にとって、映画は酒場に代る唯一の娯楽だったし、

字幕から英語を学ぶこともできた90)｢貧民窟街では、映画が他の形態の娯楽をほとんど追い払

ってしまった」と、’９１１年の「サーヴェイ』誌は伝えている§'）

初期の映画の内容も重要である。映画評論家ウオーカーによれば、1908年から14年頃までの

映画は、貧しい移民たちに慰めを与えるものだった。観客と同じような境遇にある登場人物は、

「善良な心、楽天的な心、そしてサミュエル・スマイルズ式の自己修養の心、神や国、家族を

愛する心でもって、日々の苦難に打ちかってゆく」のである:2)つまり、そのようなものがある

として、「アメリカ式生活法」を移民に教えこんだ一つの機関が映画だった。初期のサイレン

ト映画の普遍的なテーマやストーリィがどのようなものだったのか、現在の筆者には確かめよ

うがないし、実際に、どの程度、映画館に転業した酒場の例があったのかも不明である。しか

し、上に引用した視点は、単に酒場の変容とか飲酒を含めた余暇のすごし方の変化だけでなく、

移民の「アメリカ化」を考察する際にも、一つの手懸りを与えてくれるものであろう。

おわりに

禁酒法については、施行努力の貧弱を根拠にその象徴性を強調する解釈、伝統的価値観の優

越を再確認するための法であり、実際に人々の飲酒を阻止し得るか否かは重要でなかったとす

る見解がある§3)しかし、諸悪徳を体現する施設としての酒場、その酒場に攻撃の的を絞って展

開きれた禁酒運動、飲酒自体は禁じていない禁酒法とそのスムーズな成立、１９世紀末に始まる

伝統的な酒場の衰退などの事実を考慮に入れると、そのような判断は不適切にも思えてくる。

ASLが唱導したような禁酒運動は、法成立以前の時点で、ある程度成果をあげつつ他方で酒

場の変容によって達成目標を失っていた。だからこそ憲法修正第１８条は短期間に成立したし、

逆にまた容易に廃止きれもした。そういう意味では、禁酒法は、伝統的な酒場の死滅を宣告し

た文書に他ならず、禁酒法の成立が必然なら、その廃止もまたそうだった。

しかし禁酒法は、アメリカ人の飲酒行為に新たな局面を切り開いたようにも見える。本稿で
ディスプレイ・オヴ・ドランクネス

は触れることができなかったが、飲i酉一フイッツジェラルドによれば酔態の誇示一

が、とりわけ中産階級の間で地位の象徴になった影)それは、バーナムが指摘する如く、街示的

消費としての営為だったのかもしれない。あるいは、禁酒反対協会が、巧みな宣伝によって、

酒のない生活は根本的必需品を欠いている生活と人々に確信させた結果でもあろう苧)ざらにま

た、映画をはじめマス・メディアが同様の役割を果しもした。そしてそれは多分、禁酒法以前

から進行していたプロセス、酒場からキャフェ・キャバレーなど女性連れの客が利用する施設
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スピーキージイ

への移行に、一層の拍車をかけるものだった。1920年代の「も〈職り酒場」は、何より中産階級

を顧客としていたのである。しかし、1920年代の飲酒・酒場は、略述するには大きすぎるテー

マである、別の機会に譲りたい。

註

拙稿「アメリカ史における飲酒行為と禁酒運動｣、「アメリカ史評論』３（1984)，ｐｐｌ－１４、

禁酒運動を革新主義から論じたものとしては、次を参照のこと。志邨晃佑「革新主義一禁酒法の位置づ

けを中心に－｣、「アメリカ史研究」７（1984)、ｐｐ９－１６・

LarryEngelmann,hte岬ｅｒａ"Ce:TbeLostWZJr`Jgm"s［Li9"ｏｒ(1979)，ｐｌ６５

訳文は、アメリカ学会訳編「原典アメリカ史』第五巻(1957,1968)，ｐ３７８によった。ただし|日漢字は改

め、読点・送り仮名を－部補い、酒精飲料と訳されていたintoxicatingliquorを、酩酊性飲料とした。

CharlesMerz,ＴｈｃＤｒｙＤｍ此(1930)，ｐ３３

ＮｏｒｍａｎＨＣｌａｒｋ,ＤＣﾉiuFrUs仇ｍＥｚﾉﾉＭ〃I"terPre〃ｏｎｑＭｍｅｒ加刀Proﾉi伽io〃(1976),pl33

JamesHTimberlake,Ｐ７ｏＡ伽io〃α"dlhePmg7でssiwMD配れど"Ｍ900-19〃(1963)，ppll5-120・

テキストは次による。Merz,叩.αZ.,pp317-328

Clark.”・ciZ.,ｐ133．

WalterEEdge,“TheNon-Mectivenesso(theVolsteadAct",Ａ"Ｍｓｑ／此AmericzJ〃Acmemyq/Ｐｂ＿

/iticzz/α"dSbciα/Ｓｂだ"cF,ｖｏＬＣＩＸ，ｎｏｌ９８(Sept,1923)，ｐｐ､６７－８４；GeorgeSHobart，”TheVolstead

Act"，Ⅲ,pp85-101，

Merz,0ｶ.ａｔ.,pp78L119ff

CfHerbertAsbury,"TheNobleExperimentoflzzieandMoe",IsabelLeighton,ｅｄ，、ﾉiMSPiri〃ＡｇＰ

(1949,1964)，pp40-59

Merz,ｑＰ・ciZ.,p82ff;JosephRGus(ield,''Prohibition:ＴｈｅｌｍｐａｃｔｏfPoliticalUtopianism",ＪｏｈｎＢｒａｅ－

ｍａｎｅｔａｌｓ,eds.，Ｃﾉiα"9Ｆα"ｄＣｂ"t伽ｉ２ｙｉ〃Ｔｕﾉど"ｔｉａﾉＩＣＢ"ｍｒｙＡｍｅ７ｉａ７ＪＴﾉbeI920s(1968),p270f;MarkE

Lender＆JamesKMartin,Ｄｒｉ"んｉ"ｇｉ〃ＡｍｅｒｉａＪ:AHisZory(1982)，ｐｐｌ５０,154(f

Merz，ｑＰ・Ｃｉｔ.,ｐ､326.

たとえば以下に引用してある、アメリカ労働総同盟会長ゴンパーズの証言を参照のこと。Timberlaka

OP・Cir.,ｐ､94;Gusfield，”・ciZ.,ｐ,292．

ClarkWarburton，ＴﾉＩＣＥの"o加灯sⅢ/Zsq/Ｐ、〃i伽0〃(1932)．ウオーバトンの方法は、酒類の生産量

（酒類の原料になり得るものの生産量から合法的に使用された量を減じて計測)、アルコール中毒・肝硬

変等、飲酒と関連ある病気の罹患率、泥酔による逮捕発件数の三つの要素から、消費量を導き出すもので

ある。I6id,ｐ２７．

AndrewSinclair,Ｅｍｑ/Ｅ兀℃essJASbciα/HjStolyq/tﾉleProA伽io〃ＭＭｍｅ"Z(1962,1964)，ｐ､203．

DavidEKyvig,Ｒ"cα//"ｇ/VZz〔ioMBoﾊi伽o〃(1979)，ｐｌｌ

ＪＣＢｕｍｈａｍ,"NewPerspectivesontheProhibitio、`Experiment,ｏｆthe1920,s",ＪＤｕｒｎα/q/BbciZz/His-

tor)ﾉ,vol２，，Cｌ（1968)，ｐｐ５１－６８

ＨｕｇｈＦ・Fox，"TheConsumptionofAlcoholicBeverages"，ＡＭＰｌＳＳＷｏＬＣＩＸ，ｎｏｌ９８(Sept.,1923)，

ppl37-144

Sinclair,０P,Cit.,ｐ231；Kyvig,ＯＰ・Cit.,ｐ２５;Lender＆Martin，０P､Cir.,ｐ,145．

志邨、前掲論文,plL

Warburton，⑫､ciZ.,ｐ､261f、

CfAsbury,叩.Cit.,ｐａｓｓ〃

CfKyvig,”・Ciム

FabianFranklin，"What，sWrongwiththeEighteenthAmendment?"，ＡＡＡＰｌＳｌＳＷｏＬＣＩＸ，ｎｏｌ９８

(Sept,1923)，pp48-51;Edge,０P・Cit.,ｐ６７;Kyvig,叩.Cit.,ｐ・xiii

CfGusfield,”・Cit.,Lender＆Martin,”､ａｔ.なおガスフイールドによれば、バーナムは1964年に、６８年

論文と同じ内容の口頭発表を行なっていたようである。Gusfield,ＯＰＣ仏ｐ274,,25．

Lender＆Martin,叩・ciZ.，ｐ・l96f

１）

2）

３）

４）

１
１
１
１
１
１

５
６
７
８
９
ｍ

11）

１２）

13）

１
１

４
５

１
１

16）

17）

18）

19）

20）

21）

22）

23）

24）

25）

26）

27）

28）

－５９－



29）

30）

31）

32）

33）

34）

35）

タイトルについては、註３）を参照のこと。

Engelmann,０，.Cit.,ｐ60．

Warburton,”・Cit.,ｐ105．

Engelmann，”・ciZ.,ｐ､61．

乃秘,pl65f

Warburton，ｑＰ・Cit.,ｐ260．

Merz,０ｶ.Cit.,p25ff;StanleyBaron，Ｂｒｅｕ）”i〃ＡｗｅｒｉａＪ：７腕HjStoアツｑ/ＢｅｅｒａＭ肱i〃［んｅＵ"iZedSmtGs

(1962)，p304

RobertCoughlan，”KonklaveinKokomo"，Leighton，叩.ａｔ.,ｐｐｌ２１－ｌ２４、

NormanLongmate，ＴﾉｉｃＷｍ８７Ｄｒｉ"ACｱs:AHjStolyq/TemPemnce(1968)，p257ff角山美「ギャンブル、

映画、恋の冒険｣、）||北稔編「｢非労働時間」の生活史』（1987)，pp269-270

HumbertSNelli,ＴﾉleB”"Bssq/Ｃｒ伽:〃αﾉﾉα"sα刀。S)'MaJt2Cr伽ｉＭｂｅ伽刎SZzztes(1976)．

ルノ瓜,pp24-46・

JohnLandesco,０Ｋｇ､"Ｍ/Ｃｒ伽/〃ＣｈｉｃｎｇＤ(1929,1968)，ｐｌＯ８ジョン・コブラー（常盤新平訳）『カ

ポネーもうひとつのアメリカ史一」（1971,1973)，pp72-73をも参照のこと。

Landesco,⑫､Cit.,ｐ､109．

コブラー、前掲書,pp70-7L78-81

NelliPP・ciZ.,ｐ､75ff

LandescopP・Cit.,ｐ108．

Nelli､０，.Cit.,ｐ９９ｆコプラー、前掲書､ｐｐ68,77．

FredPasley,Ａ/QJPo"e:ＴﾉbcBmg〃ﾉh)'q/αＳｂ,【fMJdM伽(1931)．

DanielBelL”ＣｒｉｍｅａｓａｎＡｍｅｒｉｃａｎＷａｙｏ（Ｌｉ(e:AQueerLaddero(SocialMobility"，〃‘Ｅ"‘q／

IﾋﾉMDgy:Ｏ〃/ﾉieEjrﾉmzMonq/ＰＭｔｉｃａＭ力ａＳｉＭｉｅ〃｝ieS(1960)，chap､７．

コプラー、前掲書,pplO5-ll3・

常盤新平『マフィア経由アメリカ行』（1980)，p210

Kyvig，”・Cit.,ｐ２７．

Sinclair,０，.Cit.,ｐ230．「品位」という訳語は、大原寿人『狂乱の1920年代」（1966)，pl34によった。

Sinclair,０P・Ci［.,ｐ220．なお既述部分から明らかなように、このカポネの禁酒法解釈は誤りである。

WJRorabaugh，７１ﾉｉＭ/､ﾉＩＣ/icRcP"6ノルＡ〃AmericzJ〃７Ｍmio〃（1979)，ｐ25(f;Lender＆Martin､”・Cit.，

ｐ２(1．

Rorabaugh，０P､Cit.,ｐ､84.

以下は、Rorabaugh,叩.α[.,pp95-109による。

CharlesNGlaab＆TheodoreBrown,AHjsto'ｙｑ／け6α〃Ａｍｅｒｉｃｚｚ（２ｎｄｅｄ,1976)，p81

Rorabaugh，０P・Cit.,plO8f

PerryRDuismﾉiFSmM:ＰＨ６/ｉｃＤｒ伽/'２９i〃ＣﾉhicngDaMBosZo"’’880-1920(1983)，ｐ９６．

Rorabaugh,叩.Cit.,pl63ff

Baron,０ｶ.Cit.,p228

I6idI,ｐ229(f

Duis,ｑＰ・ａｔ.,ｐｐ２４－３５，

JohnMBarker,７１ﾉＭＭｂｏ〃丹０６伽α"ｄＳＭｚﾉＲＣ/bｒｍ（1905,1970)，ｐ７；Duis,ｑＰ.αZ.,p25

CyThomasJNoel，７〃Ｃｉ(yα"‘[んａＭ０ｏ":Dc7Tzﾉer,’858-1916(1982)．

PeterH・Odegard,丹CSS”eＰｂ〃Cs:ＴｹeSZor)'qノルＡ"ti-MDo〃Leagz`e(1928)，ｐ４５．

Duis,⑫.α［.,ｐ、187．

乃勉,ＰｐｌＯ８－１１０、

Barker,⑫.Cit.,ｐｐ,３１(,３４．

Duis,０P・ａｔ.,ｐ８３．

CfLincolnStef(ens，７〃Ｓﾉｌａｍｅｑ/ＴｈｃＱ伽(1904)，ｐ､３４；ＬｙｌｅＷ、Dorsett，フルＨ"ぬ'gzJslMzcﾊ/"ｅ

36）

37）

38）

39）

40）

41）

42）

43）

44）

45）

46）

47）

48）

49）

50）

51）

52）

53）

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０

５
５
５
５
５
５
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
７

（1968)，ｐ２２ｆへ

71)ClaFkqpcﾉﾙ命7ｆ
72）Lender＆Martin,０P,Cit.,ｐｌＯ４

－６０－



73） CfKathleenDMcCarthy，ノVb6ksSeO6/jgど;Ｃﾉiar幻ａＭＣⅢZmrzJ/Ｐﾉii伽ｔｈｒＷｉ〃

(1982)；PaulBoyer,Ｕ>もα〃Mzssesα"ｄＭｍｚＺＯｒ此７i〃Ａｍｅｒｉａｚ,Z820-I920(1978)．

Duis，０ｶ.ａｔ.,ｐｐ､204-229．

Odegard,０P・Cir.,ｐｐ、ｌｌ６－１２４

Ｄｕｉｓ，０ｶ.Cir.,ｐ､293ff;Baron，叩Cir.,ｐ、290．

Duis，ｑＰ・Cit.,p205f(．

〃icZ，ｐ、293．

ラッセル・ナイ（亀井俊介他訳）『ひろがりゆく音と映像』〈アメリカ大衆芸術物語

pp、603-608．

アレグザンダー・ウオーカー（福住治夫訳）『銀幕のいけにえたち』（1966,1980)，ｐ

ナイ、前掲書,Ｐ６０６

ウオーカー、前掲書,p21

Gusfield，ＯＰ・Cit.,ｐ289．

Sinclair,ｑｂ､Cit.,ｐｐ233,238f

ClarkOP・ci上,p・l72f

CAicczgD，１８千9－１９２９

74）

75）

76）

77）

78）

79） ③〉（1970,1979)，

80）

81）

82）

83）

84）

85）

1980)，ｐ２０

〔付記〕本稿は、1986年度産業研究所特別研究費の補助を得て作成されたものである。

－６１－




